
木造住宅耐震化補助事業のご案内
　昭和56年5月31日以前に着工した建物は、地震に対する安全性や耐震性が不足している可能性が
あります。町では、住宅の耐震診断・改修等に対して下表のとおり補助制度を設けています。いつ発生
するか分からない大地震に備えて、ぜひご活用ください。
　なお、全ての事業において、補助申請前に事業に着手すると補助の対象となりません。
　詳しくは、町ホームページをご確認ください。
問合せ先　役場 都市整備課　内線164

種類 対象 補助額

木造住宅
無料耐震診断

木造住宅
耐震改修

耐震シェルター
整備

木造住宅除却
（解体）

・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅
・在来軸組構法または伝統構法
　（枠組壁構法（ツーバイフォー等）・木造と鉄骨造などの混構造・鉄 
 骨造・コンクリート造は除く）
・２階建て以下の戸建、長屋、併用住宅および共同住宅（借家を含む）
・現に人が住んでいる住宅
・耐震診断の結果、判定値１．０未満（地震で倒壊する危険性が高い）
　と診断された木造住宅について、判定値１．０以上に補強する耐震
 改修工事であること

・耐震診断の結果、判定値１．０未満であること

・耐震診断の結果、判定値０．４未満であること
・申請年の年度末時点で年齢が６５歳以上の方または身体障害者手
帳等の交付を受けた方が居住していること

無料

費用の80％の額
（上限120万円）

費用の3分の2の額
（上限20万円）

費用の2分の1の額
（上限20万円）

所得制限限度額

扶養親族等
の数

（税法上の人数）

受給資格者（本人） 扶養義務者等
（受給資格者と同
居している父母兄
弟姉妹など）

全部支給 一部支給

令和6年
4月～10月分

令和6年
11月分から

令和6年
4月～10月分

令和6年
11月分から

0人   49万円   69万円 192万円 208万円 236万円

1人   87万円 107万円 230万円 246万円 274万円

2人 125万円 145万円 268万円 284万円 312万円

3人以上 1人につき38万円ずつ加算

公共施設予約システムをご利用ください公共施設予約システムをご利用ください
　お手持ちのパソコンやスマートフォンなどから、簡単に町内の公共施設
の空き状況確認や予約申込ができます。ぜひご利用ください。
　なお、予約申込には事前に窓口での利用者登録が必要です。詳しくは、
お問合せください。

防災コミュニティ（ふれあい）センターについて　役場　企画政策課　内線126
公民館について　 公民館内　社会教育課　☎（443）2671
スポーツセンターについて　 スポーツセンター　☎（443）7077
多世代交流センターについて 多世代交流センター　☎（443）0553

問合せ先　

児童扶養手当（母子・父子家庭へ向けた手当）
制度の拡充のお知らせ

　次のとおり児童扶養手当の制度が拡充されます。
❶第３子以降の児童に係る加算額が第２子の加算額と同額に引き上げられます。

※詳細は町ホームページをご確認ください。
問合せ先　役場　子育て支援課　内線１４１

❷全部支給および一部支給に係る所得制限額が引き上げられます。

区分 令和6年4月分～10月分
（1月あたりの額）

令和6年11月分から
（1月あたりの額）

児童１人のとき
全部支給45,500円 全部支給45,500円

一部支給45,490円～10,740円 一部支給45,490円～10,740円

児童２人のとき
全部支給10,750円加算 全部支給10,750円加算

一部支給10,740円～5,380円加算 一部支給10,740円～5,380円加算

児童３人以上のとき
（１人増すごとに）

全部支給6,450円加算 全部支給10,750円加算

一部支給6,440円～3,230円加算 一部支給10,740円～5,380円加算
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